
 ５⽉は、新しい学年やクラスにも少しずつ慣れ、ふと⾃分の⽴ち位置や⼈
間関係について考える機会が増えてくる時期です。ときには迷いや不安を感
じることもあるかもしれません。しかし、それも成⻑の証です。中学校の3年
間は、皆さんが「⾃分ってどんな⼈だろう？」と問いかけながら、⾃分らし
さを⾒つけていく時間です。うまくいかないときは、⼀⼈で抱え込まず、先
⽣や友だち、家族を頼ってください。先⽣たちは、皆さん⼀⼈ひとりの可能
性を信じ、応援し続けています。
 さて、先⽇、運動部活動の春季⼤会を観戦しました。いろいろな部が勝利
を⽬指して頑張っており、真剣にプレーをする姿に感激しました。結果を出
せた部活も、悔しい思いをした部活も、総体に向けて、更なるレベルアップ
を⽬指して⼒をつけていってほしいです。
�

 次の⽂章は、筝曲部の練習場所の掲⽰物に書かれているものです。
�

 『いつも支えて下さっているおうちの方に 
見守ってくれている人に 
練習場所が使えることに 

応援してくれている人たちに 
ともに練習している仲間たちに 

筝曲部が存在することに 
感謝 今日も練習できることに感謝して１日を始めよう！』

�

� とても素晴らしい⼼構えだと私は思いました。⾳楽は、⼼の状態が演奏に
現れるとよく⾔われます。感謝の気持ちをもって演奏された曲は、穏やかで
落ち着いた⾳⾊であろうと想像できます。
� そしてこの⾔葉は、すべての部活動に通じるものだと思っています。
 ⾃分たちが活動できていることを当たり前と思わず、⽀えてくれるすべて
の⼈や環境への「感謝」を忘れず、謙虚な気持ちで取り組むことが、最終的
にプレイヤーとしての強さ、チームとしての強さにつながるはずです。
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部活動の活躍をご紹介！

 ４⽉１１⽇(⾦)の１，２校時に体育館で新⼊⽣学校説明会が⾏われました。先輩たちがスライド
を使いながら、⽣徒会本部や委員会、中学校⽣活の１年間の流れ、年間⾏事等についての説明を⾏
いました。後半には各部活動による活動紹介もあり、宮中での学校⽣活についてたくさんイメージ
ができた１⽇になったと思います。新⼊⽣はこの⽇の放課後から仮⼊部が始まることもあって、わ
くわくしながら発表を⾒ていました。部活動への正式⼊部は２２⽇からスタートしています！

新⼊⽣学校説明会の様⼦

�〇春季市⺠卓球⼤会 ・⼥⼦団体戦 優勝 県⼤会出場
�          ・⼥⼦個⼈戦シングルス ３年１名：準優勝
�          ・男⼦ダブルス ３年２名ペア：準優勝
�          ・⼥⼦ダブルス ３年１名＆２年１名ペア：準優勝
�          
〇第18回船橋市近隣⽀部中学校陸上競技記録会
   �共通男⼦ ８００ｍ  第１位�2.05.66【県通信・県総体出場権獲得】３年⽣１名
�              第２位�2.07.99【県通信出場権獲得】３年⽣１名
�              第３位�2.09.82 ３年⽣１名
�   共通⼥⼦ ８００ｍ  第１位�2.24.12【県通信・県総体出場権獲得】３年⽣１名
�              第４位�2.25.88【県通信出場権獲得】３年⽣１名
�              第７位�2.33.28����２年⽣１名
�   共通男⼦����２００ｍ  第３位24.25  ３年⽣１名
�   共通⼥⼦１５００ｍ ����第５位5.02.20 �２年⽣１名

〇船橋市 春の演劇発表会 ⾳響賞・照明賞 個⼈演技賞：２年⽣１名、３年⽣１名
〇春季市⺠ソフトテニス⼤会 男⼦団体の部 第３位 



就学援助制度のお知らせ就学援助制度のお知らせ
 「就学援助制度」は、経済的理由により学校で必要となる諸経費についてお困りの保護者に対して、その
⼀部を援助する制度です。就学援助の認定者は校外活動費等の補助や給⾷費の免除が受けられます（但
し、学校徴収⾦は納付が必要です）。
 申請を希望する⽅は、学校・教育委員会学務課・船橋駅前総合窓⼝センターにある「令和６年度就学援
助�申請書�兼�同意書」（市ホームページからもダウンロード可能）に必要事項を記⼊し必要書類を添付し
て、学校へ提出してください。解雇や疾病等による失業等により世帯の収⼊が著しく減少している場合は
令和６年の収⼊での審査が可能な場合がありますので、教育委員会学務課までお問い合わせください。
★当初提出期限（申請書等）：令和７年５⽉１２⽇（⽉）
《問合せ先�》�
 ・就学援助制度について�学務課�０４７‐４３６‐２８５２
 ・学校給⾷費について�保健体育課�０４７‐４３６‐２４１８
 ※船橋市外から通学されている⽅は、住所地の教育委員会就学援助担当課へお問い合わせください。

ICTを活用した相談事業のお知らせICTを活用した相談事業のお知らせ
１．SNS相談（LINE）

 友⼈、親⼦、先⽣との関係や学校⽣活、進路など
 様々な悩みに専⾨のカウンセラーが応えます。
 ・相談⽇時：⽕・⽊・⽇の１８：００〜２２：００
  ＊４⽉２４⽇（⽊）〜５⽉７⽇（⽔）は、毎⽇相談期間
 ・対象：⼩４〜⾼校卒業まで、１８歳以下の若者
  
２．ワンストップ・オンライン相談（Zoom）

 �⼦育ての不安、不登校、学校⽣活、進路など、お⼦様の
 �悩みに専⾨のカウンセラーが応えます。 
  ・児童・⽣徒・保護者、１８歳以下の若者対象
  ・保護者の⽅も御利⽤できます。
  ・相談⽇時⽉〜⾦（平⽇）�９：００〜１７：００

��こちらから友だち
��登録してください

��こちらから予約
��してください

【保護者の⽅へのお願い】
 先⽇あんしんメールでもお知らせいたしましたが、学校正⾨付近の駐⾞について近隣の⽅から苦情
が寄せられています。正⾨付近への路上駐⾞は、近隣の駐⾞場の出⼊りのご迷惑になるだけでなく、
道路の通⾏を妨げ、⽣徒の安全な登下校を脅かす危険性もあることにもつながることから、学校正⾨
前、両⾞線への駐停⾞をお控えいただきますようお願い申し上げます。ご理解ご協⼒のほど、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

合理的配慮の提供について合理的配慮の提供について
� 平成２８年４⽉１⽇から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施⾏により、
「障害者に対して不当な差別的取扱いを⾏うこと」が禁⽌されると共に、国・地⽅公共団体（公⽴
学校を含む）において、合理的配慮の提供が義務となっております。
 学校においては、障害のある児童⽣徒が円滑に学校⽣活を送ることができるよう、個々の教育的
ニーズに応じた教育の充実に努めて参ります。
 つきましては、「合理的配慮の提供」について、ご質問、ご要望がある場合は特別⽀援コーディ
ネーターまたは教頭までご相談ください。



時程 給⾷ ⽇課 ⾏事予定等

１ ⽊ ４５分 〇 ⽕①②③④ 家庭訪問（⾃宅訪問）

２ ⾦ ４５分 〇 ⽕⑤⑥⽉⑤⑥ 家庭訪問（⾃宅訪問）

３ ⼟ 憲法記念⽇

４ ⽇ みどりの⽇

５ ⽉

６ ⽕ 振替休⽇

７ ⽔ ５０分 〇 ⽉①②③④⑤ 尿検査２回⽬、教育実習開始

８ ⽊ ５０分 〇 ⽊①②③④⑤⑥ 学級優先⽇

９ ⾦ ４５分 〇 ⾦①②③④⑤⑥ ３年修学旅⾏（１⽇⽬）

１０ ⼟ ３年修学旅⾏（２⽇⽬）

１１ ⽇ ３年修学旅⾏（３⽇⽬）

１２ ⽉ ４５分 〇 ⽉①②③④⑤⑥ ３年振替休業

１３ ⽕ ４５分 〇 ⽕①②③④⑤⑥ ３年振替休業、内科検診（１年）

１４ ⽔ ５０分 〇 ⽔①②③④⑤ 学評・専⾨委員会

１５ ⽊ ５０分 〇 ⽊①②③④⑤⑥ 眼科検診（１年）

１６ ⾦ ４５分 〇 ⾦①②③④⑤ １年校外学習

１７ ⼟

１８ ⽇

１９ ⽉ ４５分 〇 ⽉①②③④⑤ 職員会議、尿検査３回⽬

２０ ⽕ ４５分 〇 ⽕①②③④⑤ 教育相談、⻭科検診（10組・１、２年）

２１ ⽔ ４５分 × ⽔①②③④ 千教研

２２ ⽊ ４５分 〇 ⽊①②③④⽔⑤ 教育相談、⻭科検診（２、３年）

2３ ⾦ ４５分 〇 ⾦①②③④⑤ ２年校外学習、教育相談

２４ ⼟

２５ ⽇

２６ ⽉ ４５分 〇 �⽉①②③④⑤ 教育相談

２７ ⽕ ４５分 〇 �⽕①②③④⑤ 教育相談、教育実習最終⽇

２８ ⽔ ４５分 〇 �⽔①②③④⽕⑥

２９ ⽊ ５０分 〇 �⾦①②③④⑤⑥ 尿検査４回⽬

３０ ⾦ ５０分 〇 �⽊③④⑤⑥⾦①②�� 授業参観

３１ ⼟

５月の予定５月の予定


